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平成27年度 第13回 横浜市環境影響評価審査会 会議録 

日  時 平成28年１月８日（金）10時00分 ～11時30分 

開催場所 関内中央ビル10階大会議室 

出席委員 
佐土原委員（会長）、奥委員（副会長）、井上委員、岡部委員、小熊委員、 

田中（稲）委員、津谷委員、中村委員、水野委員、横田委員 

欠席委員 池邊委員、木下委員、小長井委員、田中（伸）委員、葉山委員、堀江委員 

開催形態 公開（傍聴者８人） 

議  題 

１ （仮称）アパホテル＆リゾート＜横浜ベイタワー＞新築工事 環境影響

評価方法書について 

２ アイテック株式会社（仮称）アイテックエコパーク横浜新設事業に係る

第２分類事業判定届出書について 

決定事項 平成27年度第12回横浜市環境影響評価審査会会議録を確定する。 

議事 

１ 平成27年度第12回横浜市環境影響評価審査会会議録確認 

 

２ 議題 

 （1）（仮称）アパホテル＆リゾート＜横浜ベイタワー＞新築工事 環境影響評価方法

書について 

   ア 指摘事項等一覧について事務局が説明した。 

【横田委員】 前回の審査会で指摘した一点目の駐輪場の屋上、屋根部分の緑化なの

ですが、これは緑地面積に入っているかどうか今分かるようであれば教

えていただきたい。前回、駐車場における緑化ブロックの緑地面積とし

て算定できるのかという件もあったので、次回以降でもいいので教えて

いただけるとありがたい。 

【事 務 局 】 今のところ事業者と関係課との協議は進展がないと聞いています。本

日の審査会で事業者に直接聞いていただければ、いつまでに答えられる

か話ができるかもしれません。 

イ 事業者が方法書説明会の開催状況を報告した。 

ウ 事業者が以下の３点について補足説明した。 

  ・旧地権者が行った土壌汚染調査資料について 

  ・広場状空地の取扱いについて 

     ・地下水利用について 

【事 業 者 】 まず、旧地権者が行った土壌汚染調査資料につきましては、土壌汚染

対策法に基づいた指定調査機関が調査を行っており、同法に則った調査

を行っておりました。そういった資料であることを確認しました。 

続いて、広場状空地に関して説明をさせていただきます。地区施設の

広場状空地Ｄというのは、街の賑わい、憩いの場の創出ということを目

標にしております。利用者は本建物の宿泊者、レストランの利用者だけ

でなく、来街者も利用可能な空間となります。この広場状空地Ｄに含め

る範囲は現在、関係課と協議を継続しております。緑地の範囲について

は全てではないですが、含められるということで協議を行っておりま

す。 

イベントや具体的な使用用途は、今のところは未定でございます。利

用ルールの策定、運用方法等については北仲通北地区再開発協議会にお
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いて来年度中にもエリアマネジメント組織をつくる計画であり、本事業

の広場だけでなく、北仲通北地区のその他の街区の広場も含めて、今後

エリアマネジメント組織を中心に協議を進める予定でございます。 

 あともう一点、地下水の利用に関することで、こちらで昨年回答させ

ていただいた内容の記録を取っている中で、もしかしたら上手く意図が

伝わっていないのではないかという部分がありましたので、改めて回答

という形を取らせていただきたいと思います。 

昨年、小熊委員から地下水を供用時に用いるのであれば、水質の評価

項目を選定してはどうか、というご意見、ご指摘をいただいておりまし

た。昨年の回答で、私共としては水質調査を実施して、場合によっては

評価項目として選定していきたい、というようなお答えをさせていただ

いたと思います。この水質調査の目的としては、地下水を利用する方、

お客様にあたる方々の健康面に支障を及ぼさないための確認を目的にし

ております。地下水の水質に問題がなければ、そのまま利用したいので

すが、そうでないのであれば、人の手に触れるような使用はしないとい

うのが今の考え方でございます。 

このため、方法書の122ページにも記載しているのですが、施設の供用

によって周辺の地下水の水質に影響を及ぼすことはなく、例えば使用し

た汚水が地下水に影響を及ぼすとか、公共用水域に影響を及ぼすことは

ないので現時点では項目選定しないと考えております。もちろん、地下

水利用する場合には、施設利用者への配慮として水質調査が必要だとい

うことは十分認識しておりますのでその点につきましては、もし準備書

の段階で地下水利用することが決まれば、事業計画の「給排水・供給施

設計画」の項目の中で、事業者としての方針、もしくは対応等をもう少

し記述させていただきたいと思います。地下水の使用において多くの量

を使う訳ですが、周辺に影響を及ぼす可能性があるという点について

は、地盤沈下の項目の中で予測評価していきたいと考えております。 

【佐土原会長】 ２つ目の広場状空地Ｄの話が十分に把握できなかったので、もう一度

説明をお願いします。 

【事 業 者 】 方法書の８ページ、施設配置計画という項目がございます。一番下か

ら２段落目の「また、地区施設として、対象事業実施区域の北西側に

は、来街者も利用可能な街の賑わいを創出する空間として有効に機能さ

せる広場状空地Ｄ、北東側には水際線プロムナード２、南東側には歩道

状空地Ａの一部を設ける計画としています。」という、この広場状空地Ｄ

の面積は地区計画上、3,050㎡設けるという決まりになっておりまして、

それについて含める範囲は決まっているのかという横田委員の質問に対

して補足説明させていただきました。補足説明としては現在、関係課と

協議を進めているということなのですが、広場状空地Ｄの位置付け、目

標というものを先程お話しました。 

繰り返しになりますが、この広場状空地Ｄは方法書に書いてある通

り、街の賑わい、憩いの場の創出を目的としており、利用者はホテルの

宿泊者、レストランの利用者だけでなく、来街者も利用可能な空間とな

ります。広場状空地Ｄに含める範囲は現在、関係課と協議を進めており

ます。緑地の範囲については、全てではないですが含められるというこ

とで協議を行っております。 

イベントなど具体的な使用用途、これについては未定でございます。
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それにあたってのルールの策定、運用方法については、北仲通北地区再

開発協議会という、ここら一帯のエリアの地権者の集まりなのですが、

この協議会において来年度にエリアマネジメント組織という、地域の賑

わいを高めていこうという目的を持った組織をつくり、我々の広場だけ

でなく、他の街区の広場も含めて、その組織を中心に協議を進めていく

という現状の報告をさせていただきました。 

エ 質疑 

【津谷委員】 広場上空地Ｄの3,050㎡というのは地区計画で定められているというこ

とですが、どの範囲でとれるのか関係課と協議しているという「どの範

囲でとれるのか」の意味がよくわかりません。 

敷地全体の中で3,050㎡とればいいということで、どの範囲でとればい

いのかという主旨なのか、どのような意味なのでしょうか。 

【事 業 者 】 敷地面積約8,300㎡ある中で3,050㎡を計画するにあたって、人が歩け

るところであったり、緑地においても人が踏み入れにくいところもござ

いますので3,050㎡という広場の目的を達成する為にカウントしてもよい

場所、よくない場所の検討を進めています。 

【津谷委員】 具体的に広場上空地Ｄとしてまとまった空間としてとらなければいけ

ないのか、それとも周辺の空地部分も含めて3,050㎡あればよいのでしょ

うか。 

【事 業 者 】 まとまりだけではなく、路地的になった部分も含めてとってもよいと

いうことで進めております。 

【佐土原会長】 ここでもう一つ、欠席の葉山委員からの意見について先に事務局から

説明いただいて、それを事業者の方々に回答いただくことを含めて質疑

に移りたいと思います。 

オ 事務局が葉山委員からの追加の指摘事項を報告した。 

【事 務 局 】 葉山委員からメールで意見をいただいております。そのまま読み上げ

たいと思います。 

 「アパホテル＆リゾート＜横浜ベイタワー＞新築工事に関してです

が、緑地の整備に関連して、生物多様性保全が認識されており、大変評

価されると考えております。しかし、方法書の環境評価項目に「生態系」

「動植物」の項目が入っておりません。目標種の選定や生息生育環境の

創出に際しては、現況の生物相の評価が重要となると考えます。項目と

して取り上げない理由をご回答ください。」 

 以上でございます。 

【事 業 者 】 回答させていただきます。方法書の122ページ、こちらの表の上から２

行目のところに「生物多様性」、「動植物」、「生態系」という項目がござ

います。ここに選定しない理由を書いておりますが、今のご質問に対す

る回答としますと、まさにこの内容になるかと思います。 

読み上げますと、対象事業実施区域は、既に人工的な改変を受けた場

所、現状でも時間貸し駐車場として使われている場所ということもあ

り、注目すべき動植物の主な生息・生育環境ということではない、とい

うことであります。本事業では対象事業実施区域内に動植物の生息・生

育環境となる緑地を可能な範囲で創出していく計画としておりますが、

規模としては大規模な環境創出ではないので項目選定としては捉えてい

ないということが回答となります。 

ご指摘の内容を踏まえ、項目選定は考えておりませんが、方法書の17
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～18ページにある「生物多様性の保全」、「緑の保全と創造」という事業

計画でいろいろ緑化に関することをお伝えしております。こちらの考え

に至る方針、根拠として、特に17ページにおいて目標というよりは期待

感も含めですが、種名をいくつか挙げた上で、緑地の創出というものを

考えていきたいということを書いております。準備書の段階で、例えば

こういう樹種を入れることによって、こういう鳥なり、昆虫なりを誘え

るような期待をしたい、という根拠資料を充実させる形を取らせていた

だければと考えております。 

カ 質疑 

【奥副会長】 土壌についての説明をいただきありがとうございました。土壌汚染対

策法に基づいて指定調査機関が調査をし、対策も実施されており、その

報告書が既にまとめられているというご説明だったかと思います。 

改めて確認なのですが、方法書の131ページの表6.4-1に土壌に係る調

査方法が記載されておりますが、「地歴の状況」という調査項目について

は土対法に基づく調査結果等の、という記載があり、「土壌汚染の状況」

については旧地権者による報告書、という記載がありまして、これらが

同じものを意味しているのかというところが前回疑問に思ったところで

す。旧地権者による報告書というのが結局は土対法に基づく報告書と同

じものだと理解してよろしいでしょうか。 

【事 業 者 】 はい、左様でございます。 

【奥副会長】 そうであれば、同じものということが分かるように記載方法に注意を

して、今後の準備書の段階においてもご配慮いただければと思います。 

【事 業 者 】  承知いたしました。 

【横田委員】 三つ質問させていただきます。 

一点目は先程の葉山委員の質問への回答で、私も葉山委員の質問の主

旨を把握できている訳ではないのですが、生物多様性へのマイナスの影

響だけではなくプラスの影響を考えたときに、現状の動植物種を調査し

て効果的な緑化をする為にも評価項目に加えてはどうか、という積極的

なご提案だったように思うのですが、影響がないということに加えて緑

化計画において現状を調査するということを評価項目にしてはいかがか

というご提案に対する回答をいただければと思いました。 

二点目は前回も質問させていただき、広場上空地Ｄ内の人工地盤の緑

地が駐輪場の屋根の上に検討されているということでしたが、こちらに

駐輪場を設ける趣旨の説明を前回いただけなかったので、その趣旨、あ

るいはルールの運用についての今後の検討と、それが緑地面積に含まれ

るのかどうかという検討状況について知りたいと思います。 

三点目は前回、近景への景観影響について質問させていただいて、圧

迫感に対する影響の視点場追加の検討をお願いしているところですが、

近景影響の検討についてのお考えを聞かせていただきたいと思います。 

【事 業 者 】 まず一点目の葉山委員からのご意見に対する回答ですが、なかなか現

時点で明確に回答しづらいというところでございます。今後、事務局と

調整、相談させていただきながら対応を図っていきたいと思います。 

それと近景、景観の話ですが、ごく近い場所から撮影されてはどうか

というお話が前回あったかと認識しております。その時に明確にお答え

しなかったかもしれませんが、仮に近景域から写真を撮ってモンタージ

ュ写真を作るということになりますと、ご提案いただいた視点場ですと
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かなり近い場所でしたので、そうするとモンタージュ写真ではなく、パ

ースに近いような状態になるということになってまいりますので、あま

り近付けると圧迫感があるということしかお答えできなくなると思いま

す。そういった観点からしても方法書で近景域からの圧迫感の調査地点

として捉えている、例えば近いところですと汽車道の上から計画地を見

て、モンタージュ写真を作ることによって圧迫感をどの程度感じること

になるのかというところが、予測評価としては分かりやすいのではない

かと認識しています。 

横田委員からご指摘いただいた近景域として、例えば水際線プロムナ

ードの上とか、現状の時間貸し駐車場の出入口周辺から撮った写真とパ

ース、現状と供用後、ということで準備書の段階で作成可能だとは思っ

ていますが、それが予測評価として圧迫感、確かに見た目としては当

然、目の前に壁が出来るようなパースになってまいりますので、それに

対する配慮というのであれば樹木とか、目の前に見えてくるということ

での圧迫感というよりは景観の変化としての見え方、こう変わってまい

りますよ、というようなところでの比較資料を準備書の段階で作成でき

ればと現時点では考えております。 

 続いて駐輪場の屋根部分の緑化についてのご質問について回答させて

いただきます。駐輪場の屋根部分の緑化は緑地面積に含んでおります。

そもそも駐輪場を設けるということについては地区計画上、公共性の高

い駐輪場を50台設けなさい、というのがございまして駐輪場を確保する

ことになった次第です。また、それにあたってのルールですが、料金等

も含めてこれから検討するということでございます。 

【横田委員】 ありがとうございます。景観の点ですが、当然高層建築物ができれば

圧迫感もあるわけで、圧迫感があることを実証してくださいとお願いし

ている訳ではありません。適切な景観軸をきちんと計画するということ

が地区計画の意義ですので、取り得る配慮措置を取った上で景観に対し

てどの程度効果があったのかということを検証する意味でもお願いした

いということです。ですから、フォトモンタージュが良いのか、という

のは技術的な問題であって、当然ＣＧでも検討できるかと思いますけれ

ども、やはり地区計画として定められた景観軸としての動線と地区内緑

地が景観に対して配慮されたものであるのかどうか、検証として調査を

お願いしたいということです。 

【事 業 者 】  趣旨は十分理解できましたので、準備書の段階で対応を検討していき

たいと思います。 

  

 （2）アイテック株式会社（仮称）アイテックエコパーク横浜新設事業に係る第２分

類事業判定届出書について 

   ア 指摘事項等一覧について事務局が説明した。 

   イ 補足資料について事業者が説明した。 ※資料の修正（単位の間違い） 

ウ 質疑 

【水野委員】 

 

計算の方法が前に比べて非常に分かりやすくなって、マニュアルと対

比して合理性を増しています。前は高濃度に着目した考え方だったと思

うのですが、全体的には今回のもののほうがよいと思います。しっかり

書いていただいて、よく分かるようになりました。有効煙突高を使わず

に、全部この計算は実煙突高で行ったということですか。 
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【事 業 者 】 はい。 

【水野委員】 弱風でもというか、弱風のほうが高くなるということですね。 

【事 業 者 】 はい。 

【水野委員】 補足資料３ページの公園、緑地の予測を行わなかった説明が分かりに

くいのですが、ここを行わなくても、コンター図から分かるということ

ですか。 

【事 業 者 】 前回か前々回に、計画地の直近にある公園、緑地を保全対象にしなか

ったことに対し指摘があり、その後、現地確認をしたところ、実際に公

園なり緑地を利用している一般の方を確認できましたので、保全対象に

しなければいけないという判断に至りました。先ほど説明させていただ

きました手法と同じ手法で、各保全対象での予測した結果が表－１の

（１）から（３）です。（１）が福浦一丁目の公園で、補足資料６ページ

の図－１に示した赤丸の地点になります。水際線緑地の北側というの

は、同じく図－１の計画地の上の直近に示しています青丸です。南側と

いうのは、右下方向にあります青丸になります。この青丸に関しまして

は、南北方向でのそれぞれの最大値を示す地点をピンスポットで確認し

て、そこの数字を計算しています。 

【水野委員】 分かりました。 

【佐土原会長】 補足資料４～５ページの表ですが、環境基準に対しては、日平均値で

これを上回らないということで、これを98％値と比較するという考えで

よろしいですか。 

【事 業 者 】 はい。補足資料５ページで示しています表は、日平均値の98％値ある

いは２％除外値で評価した結果です。 

【佐土原会長】 補足資料４ページでは、環境基準が合成値とバックグランド値と一緒

に比較され、これが環境基準を下回っているのでいいと、先ほどの説明

がそのように聞こえたのですが、この合成値というのは年平均値ですよ

ね。 

【事 業 者 】 はいその通りです。 

【佐土原会長】 そうすると、補足資料５ページと同じような形で、比較できるような

数値を並べていただくと分かりやすいと思います。表題は年平均値とな

っており、合成値のところは年平均値ですが、一方、環境基準の評価方

法は日平均値の98％値です。環境基準と合成値を比較して下回っている

からということですが、環境基準との比較という趣旨で補足資料Ｐ５が

あると思うのです。表－１の（１）、（２）、（３）について、もう少し比

較しやすい形で示していただいたほうがいいかと思います。 

【事 業 者 】 表－１で予測した項目のなかで、環境基準として日平均値が設定され

ているものについて、表－２で評価させていただいているという２段構

えの表になっております。 

【佐土原会長】 表－1の環境基準と比較すべき値は、結局は98％値になる訳ですよね。

それと比較しなければならないのですよね。 

【事 業 者 】 日平均値との比較はそうです。 

【佐土原会長】 表－１を見て、例えば二酸化窒素の環境基準0.06で、合成値が0.01374

なので、これをはるかに下回っているからいいという訳ではないですよ

ね。0.01374を98％値にしないといけということで、次のページがあるの

ですが、１つの表にまとめて最終的な結果を示していただくと、いいの

ではないかと思います。 
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【事 業 者 】 表－１と表－２を合成すればいいのですか。 

【佐土原会長】 はい。 

【事 業 者 】 承知しました。98％値と年平均値の関係というのは統計から出してい

るものです。なおかつ二酸化窒素、浮遊粒子状物質、二酸化いおうとい

う３項目です。 

【佐土原会長】 他は出せないのですか。 

【事 業 者 】 出して出せないことはありません。 

【佐土原会長】 それと比較しないと、実際には基準を超えるか超えないか、どのくら

いのところまできているのかわからないですよね。 

【事 業 者 】 日平均値としての基準が設けられているのは、この３項目ということ

で、記載させてもらいました。 

【佐土原会長】 日平均値の基準ですけど、それを上回らないようにしないといけない

のは、98％値で見て比較しているのですよね 

【事 業 者 】 はい、日平均値で見た場合、365日のデータがあれば、そのうちの２％

分を除外して、それは異常値という扱いになります。そのなかの日平均

値の最大値を基準と比較するという考え方です。 

【佐土原会長】 その考え方で見たときに、表－１を見ると、合成値と環境基準値を比

較しても意味がないと思われます。 

【事 業 者 】 年平均値と日平均値と２段構えで基準が設けられていると思います。 

【佐土原会長】 そうすると、表－１の二酸化窒素の環境基準の0.06というのは、年平

均値ですか。 

【事 業 者 】 こちらは、日平均値です。 

【佐土原会長】 そうすると、何と比較したらいいか、実は揃ってないのでは。 

【事 業 者 】 表－２のほうで、環境基準を右の欄にも記載させていただいて、それ

との対比を行っています。 

【佐土原会長】 表－１で、比較してはいけない訳ですよね。 

【事 業 者 】 厳密にいうと、そうかもしれません。 

【中村委員】 例えば、日平均値が決まっていて、年平均値も決まっている項目があ

れば、年平均値をクリアーしてれば、日平均値を無視していいというこ

とではないと思うので、そこが分かるような表にしたらどうですかとい

うのが、会長からの提案だと思うのです。だから環境基準としては、年

平均値だけクリアーしているけど、日平均値がクリアーできない項目が

あるとしたら、だめなことですよね。そこが分かるような書き方に工夫

して下さいということです。 

【事 業 者 】 表現の問題ということですか。 

【佐土原会長】 表現のなかでしっかり比較できることで、理解できるようにしていた

だきたい。表－1では、年平均値をクリアーしていますということを表現

していると思うのですが、これだけではいけないですよね。表現の工夫

をして下さい。 

【水野委員】 表－１のほうで、環境基準と比べられるものは、すなわち年平均値と

比べられるものはダイオキシン類ですよね。塩化水素もそうですか。 

【事 業 者 】 違うと思います。 

【水野委員】 環境基準が決まっている二酸化窒素、浮遊粒子状物質、二酸化いお

う、これは日平均値の98％値あるいは２％除外値で決まっていますよ

ね。 

【事 業 者 】 そうです。 
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【水野委員】 それは環境基準のところをあけたほうがいいです。すなわち空欄にし

たほうがいいです。年平均値で比較できるダイオキシン類は、そこに書

いておけばそれは基準と比べられます。ただ、塩化水素がどうだったか

記憶にないので、それが比べられるかは分かりません。 

【事 業 者 】 承知しました。表現のほうを工夫してみます。 

【小熊委員】 補足資料７ページの６－２の表で気になったのが、今回の計画に関し

て約という表現がついていて、これがあるので100ｔを超える超えない微

妙なところで、約がついているため心配になっているのかと思うので、

この約95ｔの約が、どういう意図で使われているのか、あるいは約をと

ってしまっては、いけないのですか。 

【事 業 者 】 約を付けさせていただいたのは、横浜市と相談しまして、計画段階だ

から約を付けてくれとの指導がありました。実際には、処理能力の計算

をしているわけですが、時間当たり3900kgのかたちでやっていますの

で、掛ける24で90ｔ位になります。 

【小熊委員】 今後、もうすこしステップが進む段階のどこかで、約がとれるという

ことでしょうか。 

【事 業 者 】 そのとおりです。 

【佐土原会長】 添付資料８ページの【回答】の表現ですが、「本設備の最大処理能力約

95t/日～見込です。」という説明があって、その下に条文があって「当該

処理施設の処理能力を超えないように行うこと」とありますが、条文は

時間当たりと考えてよろしいのですか。 

【事 業 者 】 条文上は、時間という定義はありません。 

【佐土原会長】 今回の場合、時間当たり、この95ｔを24で割った値を超えないと考え

ていいのですか。 

【事 業 者 】 そうです。先ほども約の話があったのですが、約95ｔの数字が出てい

ますので、単純に24で割って小数点以下丸めた数字を使わせていただき

ました。計画処理能力、約がとれたときの数字が最大処理能力になり、

それを超えることはないことを示しています。 

【佐土原会長】 時間当たり超えることはない。 

【事 業 者 】 時間当たりも超えることはありません。 

【佐土原会長】 そこが十分表現されているのかどうか、この文章で読み取れなかった

のですが。そのことを明記していただいたほうがいいと思います。 

【事 業 者 】 分かりました。それに関しては記述のほうを改めさせていただきま

す。 
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